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１

不適切コンサルタント問題への提言

− マンション改修業界の健全な発展のために −

昨年１１月、マンションリフォーム技術協会（通称マル

タ：ｍａｒｔａ）の個人会員コンサルタントが、会報におい

て「不適切コンサルタント問題への提言」を発表した。

各界から多くの反響があり、マスコミにも取り上げられ、

国土交通省からもこれに関する「通知」が発せられた。
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ソフト
　　　

（管理組合の運営）

　　
－－－車の両輪－－－

ハード
　

（施設の維持保全）

（区分所有法・管理の適正化法）

○ マ ン シ ョ ン の 管理

（総会・理事会・各種委員会、他）

管理規約・細則等の改訂

組合運営・経営計画の策定

長期修繕計画の策定・改善計画

防犯・防災、コミュニティの育成

施設使用・日常生活に関する処理

（建物・外構・附属施設、他）

大規模修繕工事・各種補修工事

施設の拡充・変更・追加

定期（法定）点検・検査

日常管理・修繕・清掃

２

コンサルタントの役割

３

○ 大規模修繕工事に関わるコンサルタント業務

１．調査診断 （劣化状況等を調べる）

予備調査、目視・打診・触診調査、アンケート調

査、物理的調査（付着力強度等）等を行う。

調査結果を基に今後の方策を助言する。

２．修繕設計 （設計図書を作成）

工事施工の実施に必要な仕様書・図面等を作成、

工事費用の算定に必要な数量積算し、設計者の判

断する単価による設計予算書、予算調整を経て、

予備費を含めた工事予算をまとめる。

３．施工者選定補助（適切な工事会社を選ぶ）

管理組合が工事施工会社を選定する際に専門的立

場から理事会・委員会を補助、アドバイスする。

４．工事監理（適切な工事の実施）

品質・工程・予算などの現場管理が適切に行うよ

う、専門的立場から管理組合に代わって、工事施

工者を現場で指導し、検査等を行う。

５．附帯関連支援業務 （１～４に含まれる）

ａ．組合広報活動支援

組合員への広報内容・時期・方法など、

報告書等の配布用概要版の作成、

組合員向けの説明会の開催、

ｂ．総会承認に関する支援

総会承認の内容・時期・方法など、

総会議案書・説明書の作成、

総会での専門的説明、

ｃ．実業務に関する支援

工事請負契約内容の確認・補助、

各種公的助成等の情報提供、

その他、工事実施に必要な事項、

※．コンサルタントの考え方により違いはある。

コンサルタントの役割



４

○ 工事発注における二つの方式

設計監理方式 （設計と施工を分離）

設計と工事監理は設計事務所が、工事施工は工事

会社が行う。

※．設計監理を行うのは、コンサルタントとし

て従来からの建築設計事務所が担っているが、

当該の管理会社が行っている場合もある。

工事会社としては、ゼネコン（総合建設

業）・専門工事業・管理会社・その他様々な

業態の会社がある。

設計施工方式 （同じ会社が設計と施工を行う）

設計（工事監理を含む）と工事を同じ会社（多く

は工事会社）が行う。責任施工方式ともいう。

※．設計施工方式で行うのは、工事会社が一般

的であるが、当該の管理会社の場合も多い。

○ 二方式採用の変遷と比較

管理組合がどちらの方式を採用するかは、それ

ぞれの管理組合自身が決める事ではあるが、かっ

ては当該の管理会社へお任せが多かった。理事会

などでの営業によっているが、日常管理での縁が

あり安心感も影響したと思われる。管理会社の進

めるのは自社による「設計施工方式」である。

これに対して「設計監理方式」は、一般に馴染

みが薄く、情報が少ない段階では検討の対象にも

ならなかった。しかし、管理会社では対応が難し

い「瑕疵問題」がきっかけでコンサルタントとし

ての設計事務所を採用するようになってきた。

管理組合では最も高額の費用を支出する大規模

修繕工事の施工者選定は、区分所有者の意識が高

くなった今日、素人集団である理事会にとって困

難で荷の重い業務であった事から、これらを支援

する専門家のコンサルタントが求められた。

コンサルタントの役割

５

○ 設計監理方式

大規模修繕工事における設計監理方式では、コンサ

ルタントと呼ばれる設計事務所が工事内容・条件等を

管理組合と協議しながら、修繕工事の設計（仕様書作

成等）を行い、それに基づく施工会社からの競争見積

による適切な工事費で、管理組合が行う施工者の選定

を支援する。

競争見積の基準となる共通の設計図書がある事によ

り、はじめて工事費の比較が適切に行える。

工事中は適切な品質を確保できるよう、現場で検査

等を通じて施工者を指導し、さらに改修工事では付き

ものの増減実数精算や竣工図書類の確認を行う。

区分所有者に対して公明正大に工事を実施しなけれ

ばならない管理組合にとっては最も適切な方式であり、

官公庁や大企業ではこの設計監理方式を採用するのが

標準となっている。

○ 設計施工（責任施工）方式

事前に設計施工の工事会社を決める必要がある。費

用の殆どを占める工事費を見積りするには設計図書が

必要であり、それが工事会社によって異なっては適切

な比較は出来ない。専門家の協力（設計図書）無しで

は、適切な競争見積を行うのは困難。結果的には１社

特命となる場合が多い。

工事監理も同一社内で行われる事により、専門家に

よる本来の工事監理より甘く不十分になる事が懸念さ

れる。工事中の現場状況による対応や工事終了後の補

修費用などの増減精算についても管理組合側のチェッ

クが適切に行われるか疑問が残る。

少額・単一な工事で設計監理方式のメッリトが少な

い場合、管理組合の中で評判が良く信頼の置ける工事

会社が有る場合には、管理組合としても採用が可能。

それ以外の場合は原則として競争見積を含めた選定方

法出なければ総会で承認を得るための説明が難しい。

コンサルタントの役割



○コンサルタント業務の基本要件

１．区分所有者全員が同等の権利を持つマンションに於いての管理組合運営は、
情報公開と説明責任による 公明正大 であることが最も重要。

２．個々の管理組合に於ける事情は全て異なりますので、それぞれの事情に配慮
した 柔軟な対応 が必要。

３．業務を単に建築技術的に行うだけではなく、組合内の合意形成や区分所有法
や管理規約等の諸問題も含めた 多面的サポート が必要。

４．マンションは適切に維持保全されるならば、長く使い続けられるものである
から、 長期的視野 に立ったアドバイスをする必要がある。

５．マンションのコンサルタントは、特定の利害とは一線を画した専業設計事務、
主治医や顧問弁護士のように管理組合の 正当な権利を守る 立場で、永く管
理組合をサポートする。

６

コンサルタントの役割

７

○ マンション改修業界の実態

マンションの大規模修繕工事においても設計事務所
のコンサルタントによる設計監理方式が普及してき
た。（全体の割合としては少数）

一方で長年の経済不況と新築工事の減少により新た
にマンション改修業界に参入する会社などが増えてい
る。工事会社は勿論、コンサルタントとしての設計事
務所やマンション管理士なども少なくない。

それらは技術的には全くの素人を含め、実態は玉石
混交である。その中にはコンサルタント（設計事務
所）を単なる金儲け商売としてしか考えず、管理組合
の支援者としての使命感が欠如した似非コンサルタン
トも、少なからず含まれている。

たとえ法に触れなくとも、バックマージンを取る事
に腐心する「不適切コンサルタント」の存在を放置す
ればマンション改修業界そのものが取り返しのつかな
いダメージを受けることになる。真面目でクリーンな
コンサルタントの受注機会が減少し、これらの会社経
営が危うくなる。

さらには業界全体が信用を失い、ひいてはマンショ
ン改修業界全体の劣化・衰退につながる。

この不適切コンサルタントの最大の問題は、マン
ション管理組合（区分所有者）に割高な工事費とい
う実害を与えていること。修繕積立金として工事費
を負担しているマンションの所有者が真の被害者。

これらの問題を子細に見て行くと数多くの弊害が
生じている事がわかり、業界の危機である。

７つの弊害

１．割高な工事費

２．過剰な工事内容

３．不明朗な工事発注

４．甘い工事監理

５．不適切コンサルタントの拡大再生産

６．真面目なコンサルタントの減少

７．業界全体の信用が失われる

○ 不適切なのはコンサルタントだけか！

不適切コンサルタント問題



８第１３回 NPO 日住協 マンション管理大学

不適切コンサルタント問題

９

○ マルタ個人会員（コンサルタント）として

建築士法（第二条の二）においては、建築士の職責を
「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通
して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠
実にその業務を行わなければならない。」とあります。

さらに我々の多くが所属する日本建築家協会（ＪＩ
Ａ）の倫理規定には「依頼者の要請に応え、誠実に業務
を遂行することによって依頼者の正当な利益を守る。」
とあります。

マンションリフォーム技術協会の個人会員であるコン
サルタント（設計事務所）においては、このようなマン
ション改修業界の昨今の実態を憂い、危機感を強くする
ものです。

ユーザーである管理組合の正当な利益のために、マン
ション改修業界の健全な発展のため、広く問題提起・啓
発すると共にご理解・ご賛同を得、改善に尽力したいと
考えております。

※ 以上、タイトル以外は「会報marta」より引用

不適切コンサルタント問題



10

不適切コンサルタント問題
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コンサルタントの選定

コンサルタントの役割

１．マンションを取り巻く状況

○ マンション居住者の意識が向上、関心が高まる。
○ 多くの会社がマンション改修業界へ算入し、玉石混交状態。
○ 管理組合の立場に立つ専門家の適切な助言が必要。

２．マンション維持保全の特殊性
○ 過去・現在の新築技術と最新の改修技術と経験が不可欠。
○ 広報・総会対策や工事会社選定などで管理組合を支援。
○ 区分所有法・管理規約や管理運営等ソフト面の知見が必要。

３．コンサルタントの役割（設計監理方式）
○ 調査診断・修繕設計・工事会社選定支援・工事監理等。
○ 工事は、全く別の工事会社が行う。
○ 工事等に於いて、管理組合の正当な権利を守る。

12

コンサルタントの導入

１．コンサルタント導入のきっかけ
○ 専門家によるアドバイスの必要性。
○ 信頼できる第三者的立場のコンサルタント。

２．組合体制の整備
○ 委員会組織による継続的体制作り。
○ 建築担当理事等の参加により理事会との連携。
○ 委員の募集に建築関係者には拘らない。

３．組合執行部とコンサルタント
○ 委員会の立場・役割を明確に（委員会規則）。
○ 「情報公開」と「説明責任」を果たし「公明正大」に進める。
○ コンサルタントも同様に、管理組合の正当な利益と社会的責任を果たす。

４．信頼関係と基本要件
○ 管理組合とコンサルタントの信頼関係（委託業務）。
○ 基本要件（倫理綱領等）の策定。← ６頁のコンサルタントの基本要件参照

13
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① 独立した専業の設計事務所
○ 工事会社や管理会社等とは全く関係が無く独立している。
○ 一級建築士（設備士）などの設計（監理）専業。

② 主要業務はマンションの維持保全
○ 多くの設計事務所は新築が主体。
○ マンションの維持保全が主要業務で経験・実績が豊富。

③ 代表者は一級建築士
○ 設計事務所は建築技術者個人の人格と技量により成立。
○ 代表者（社長）は開設者で管理建築士。

コンサルタントは管理組合で選ばなければならない
↓

管理組合が判断する目安（基準）：７項目の適正条件

適正なコンサルタントの条件 １

14
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適正なコンサルタントの条件 ２

⑤ 担当者の経験・実績が豊富
○ 実際に実務を行う担当者自身の責任ある立場での経験・実績・能力が

十分にある。

⑥ リピーターの実績が多い
○ リピーター（再依頼の管理組合）の多さは良い実績を残してきた証。

⑦ 担当者の個人的人柄
○ 担当者個人の人格や人柄が良い（組合との相性）。
○ 業務上の実績以外の社会的活動や所属する関係団体なども重要な情報源。

④ 主要業務を行うのは資格のある社員
○ 管理組合との打合せ・説明会、現地目視調査、主要設計・工事監理は

資格のある担当の正社員が自ら行う。

コンサルタントの選定
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好ましくないコンサルタントの例 １

① 名ばかりの設計事務所
○ 管理建築士は名義借り、正社員はゼロ、電話受付・事務のパートが一人。
○ 社長は営業のみ、業務は外注事務所や工事会社に丸投げ。

② リピーターの実績が無い（極端に少ない）
○ 手抜きの業務を行っても、悪い評判は他に伝わり難い。
○ 同じマンションから再依頼が無くても、営業的に困らない。

③ 過剰な営業活動
○ 営業段階での大々的な建物調査や一見立派な報告書。
○ 「熱心である」「ここまでやってくれた」などの評価を見越した営業。

(メーカー・工事会社が協力している場合も)

コンサルタントは管理組合で選ばなければならない
↓

管理組合が判断する目安（基準）：７項目の好ましくない例
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好ましくないコンサルタントの例 ２

⑤ 立派なだけで内容の乏しい報告書
○ ③の「過剰な営業」と同様、一見立派な報告書に惑わされない。

（メーカー・工事会社が作成している場合も）

⑥ 長期修繕計画策定の実績が少ない
○ 長期修繕計画策定は、業務として旨みが無く不心得のコンサルタントは

避けている事が多い。

⑦ 担当者ではなく、社長や営業が説明をする
○ 担当者（技術者）には説得力のある説明能力が必要。

④ 不要な調査項目
○ 現地調査は目視調査が基本、物理的な試験調査は現場の状況による。
○ 物理的試験調査の目的と必要性の確認が必要。

17
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コンサルタント選定のポイント １

① 組織としての規模(資本金・従業員数・有資格者数等)の大小
一般的会社の評価方法と同じ比較をしているが、さしたる意味が無い。コンサルタント業務は
担当者個人の責任と技量によって行われる。

② 経済的な営業実績（利潤の多寡、利益率など）の良否
投資対象としての評価方法をコンサルタントに適用しても無意味。利益率が高い事は依頼者側
として、必ずしも良い事ではない。

③ マンション維持保全に関係のない内容や実績
本来の業務であるマンションのコンサルティングとは無関係の成果・実績は、むしろマイナス。

１．誤解している選定の条件と方法

18
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④ 的外れな選考資料と過大な要求
素人が中途半端な知識で作ったコンサルタント業務の仕様書や過大な負担となる資料請求は、
かえって誠実で優秀なコンサルタントを逃す。

⑤ 提案型の選定方法
プロポーザルやコンペ方式は広くオリジナリティや画期的技術を求める場合の特殊な方法で、
費用・時間もかかり、マンション大規模修繕工事などには不向き。

コンサルタント選定のポイント ２

① 基本要件を定める
今後の運営方針として、「信頼関係を基準とした基本要件」を定める。

② 依頼内容または課題の整理
コンサルタントへの依頼内容を具体的に整理し、理由・根拠も明らかにし、内部で議論する。

③ 選考基準を定める
重要な要素をまとめた選考基準を設け、「選定のチェックポイント」で評価表を作成。

２．望ましい選定方法（例）
内部で議論し、コミュニケーションを深める。
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コンサルタントの選定

④ コンサルタントのリストアップ
管理組合団体からの紹介やマンション関係団体からピックアップ、他のマンションからの
紹介などから ③の「選考基準」に近いコンサルタントを選ぶ。



コンサルタント選定のポイント ３

⑤ リストアップの中から選考
「選定のチェックポイント」により６社程度に絞り込む。会社案内・実績表な
どの資料を取り寄せ、３社程度まで絞り込み、直接訪問・面接をして相談する。

⑥ 見積依頼
相談しながら業務内容も含めて提案してもらい、内容を十分に吟味して決定。
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コンサルタントの選定

３．選定のチェックポイントと評価

○ 前記の（14頁）適正なコンサルタントの条件 ①～⑦と、（16頁）好ましくないコンサル
タントの例 ①～⑦を参考に評価表を作成。

○ 独自のチェックポイントを加えたり減らしたり、それぞれ重要度により評価基準を決めて、
管理組合としての評価表を作成する。

○ 客観的に作成された評価表を基にヒアリングにおける印象や管理組合側との相性に配慮し、
最終的には皆で合議して決める。

コンサルタントの適正な費用 １

１）国土交通省による業務報酬の算定基準（略算法の場合）

業務に係る日数×人件費単価

技術・創造力評価＝直接人件費の１/２

業務報酬額＝直接人件費＋経費＋技術料＋特別経費＋消費税

直接・間接経費＝直接人件費と同額

出張費等＝通常は無し

コンサルタントの選定
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（出典（社）日本建築士事務所協会連合会「Argus-eye」2009年11月号）

コンサルタントの選定

コンサルタントの適正な費用 ２

２）直接人件費（Ｐ）の区分別人件費
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業務日数:61.0日×人件費単価(Ｅランク):32,000 円／日

直接人件費の１/２ ＝976,000 円

業務報酬額＝直接人件費＋経費＋技術料＋特別経費＋消費税

直接人件費と同額＝ 1,952,000 円

特に発生しない：0 円

＝1,952,000＋1,952,000＋976,000＋0＋244,000

＝5,124,000円（直接人件費×２.５×１.０５）

コンサルタントの選定

コンサルタントの適正な費用 ３

３）業務報酬の略算法による算出例（大規模修繕工事における一連の業務）
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終わり

ご静聴ありがとうございます。


